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電子申請を行う際のオフライン様式のダウンロード方法について 

■「オフライン様式をダウンロード」と「既存データの流用」について 

電子申請を行う際に様式をダウンロードする場合、「オフライン様式をダウンロード」又は

「既存データの流用」の二通りの方法があります。 

「オフライン様式をダウンロード」で様式をダウンロードした場合は、真っ新の最新バージ

ョンの様式をダウンロードすることができます。 

「既存データの流用」で様式をダウンロードした場合は、過去の申請情報が記入された状態

の最新バージョンの様式をダウンロードすることができます。 

 

■オフライン様式は必ず最新バージョンを利用してください。 

オフライン様式は、様式の記入欄変更や操作ミス・誤入力等を低減する目的で常に見直しを

しています。 

最新バージョンの様式を利用するために、昨年の様式ファイルを利用せず必ず「オフライン

様式をダウンロード」又は「既存データの流用」でダウンロードした様式を利用してくださ

い。 

最新バージョンの様式を利用しない場合、入力ミスや様式チェックのエラーの発生要因に

なりますので御協力をお願いします。 

 

■主なオフライン様式のバージョンアップ状況 

〇A2-1 変更認定申請 

・誤操作や入力ミスの軽減のため「別表 C（２）控除対処財産」の行数のチェックを強化し

ました。 

 

〇B43-1 公益目的支出計画実施報告書等の提出 

・誤操作や入力ミスの軽減のため「（１）公益目的支出計画実施報告書（公益目的事業）」、

「（２）公益目的支出計画実施報告書（継続事業）」及び「（３）公益目的支出計画実施報告

書（特定寄付）」の【公益目的支出の額の算定について】の行数のチェックを強化しました。 



  

〇C2-1 事業報告等の提出 

・「役員等名簿（閲覧用）」への自動転記ミス軽減のため、「役員等名簿」に誤操作防止や入

力チェックを追加しました。 

・「別表 H（１）当該事業年度末日における公益目的取得財産残額」に新たな記入欄を追加

しました。 
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